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Ⅰ 食品衛生上、危険度の高い業種や施設について、監視回数の目標を設定して、 

重点的に監視・指導をおこないました。 

令和３年度 千代田区食品衛生監視指導計画の実施結果の概要 

 

 

 

 

１ 立ち入り回数 

千代田保健所が令和３年度に行った、対象施設への立ち入り総回数は ３，７９０回でした。令和３

年度計画における立ち入り検査目標回数は ７，０００回でしたので、計画達成率 ５４．１％で、目標

に達しませんでした。 

立ち入り検査した主な内容は、以下の通りです。 

ア）最重点監視対象(年間４回以上監視を行う施設) 

東京２０２０大会、区内２会場内の食品取扱施設に対し、延べ４５回の監視をしました。 

千代田区内では、食中毒の原因施設と断定した４施設(内1施設は他区で許可した自動車)に対し、

再発防止を目的として延べ ２８回の監視をしました。 

監視回数の目標（１６回）に達しました。(達成率 １７５％) 

 

イ）重点監視対象Ａ(年間２回以上監視を行う施設) 

重点監視対象Ａ（許可件数 ４８３件）に該当する施設について、延べ １１０回を監視しました。

監視回数の目標（９６６回）に達しませんでした。（達成率 １１．４％）新型コロナウイルス感染症

拡大による営業の休止要請に応じた施設が多かったためです。 

内訳は次の通りです。 

東京駅構内および地下街、有楽町の高速道路下飲食街にある施設（許可件数 ３６８件）について、

延べ ９０回の監視をしました。 

食品の販売量の多い大規模小売店（対象施設数 ４０施設、許可件数 １１５件）に対して、延べ 

２０回の監視をしました。  

なお、東京２０２０大会宿泊関連施設は、新型コロナウイルス感染症拡大対策として、バブル方

式が採用されたため、監視件数は２回でした。 

   

ウ）重点監視対象Ｂ(年間１回以上監視を行う施設) 

  重点監視対象Ｂ（対象施設数 ３，０８９件）に該当する施設について、延べ １，００４回の監

視をしました。監視回数の目標（３，０８９回）に達しませんでした。（達成率 ３２．５％） 

  内訳は次の通りです。 

食中毒の原因となりやすい食品を提供していた飲食店、大規模宴会施設を有する飲食店、ふぐ認

証施設、生食用魚介類・生食肉提供施設、ふぐ加工製品取扱施設（対象施設数 １，７９０件）に対

して、延べ ６７２回の監視をしました。 

製造業等（対象施設数 １，１９８件）に対して、延べ ２８５回の監視をしました。 
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＊千代田区内にある食品衛生法による製造業 

菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉処理業、食肉製品製造業、水産製品製造業（魚肉ね

り製品製造業）、冷凍食品製造業（食品の冷凍または冷蔵業）、清涼飲料水製造業、食用油脂製造業、みそ又はし

ょうゆ製造業（みそ製造業）酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、漬物製造業、

添加物製造業等  

学校、保育園、高齢者福祉施設等の給食施設は １０１施設あり、延べ ４７回立ち入り検査を実

施しました。 

 

エ）弁当などの路上販売への監視 

令和３年５月より、路上販売状況を把握するために、路上弁当販売監視員を新たに配置（週２回

で年84日実施）し、延べ２，３６３件監視しました。 

 

オ）一斉監視 

一斉監視は、業態・地域別一斉監視（学校・社会福祉施設の給食、大規模飲食街に対する監視、夏

季および歳末に東京都および他の特別区と協力して実施する一斉監視）と、千代田区内で行われたイ

ベント、祭り時の監視指導があります。 

一斉検査は延べ ３０４回（令和２年度 ２３６回）行いました。 

学校及び社会福祉施設等の一斉監視は、新型コロナウイルス感染症蔓延防止のため、区立学校、保

育施設のみ実施しました。 

 

 

２  収去検査数 

令和３年６月に改正食品衛生法が完全施行され、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が制度化されたため、

令和３年度より計画的な収去検査は実施しないこととしました。 

 

 

３ 表示監視品目数 

食品表示について、計 ２６１品目（うち輸入食品 ６４品目）の食品・添加物について、食品表示法

上適正な表示がなされているか、監視しました。 

その結果、２０品目（違反率 ７．７％）について、表示内容が法違反またはその疑いがあることを確

認したため、営業者に対して是正指導を行い、必要に応じて関係自治体へ、指導依頼の通報を行いまし

た。 
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Ⅱ 食品の安全性に関する情報の、積極的な提供に努めました。また保健所と区民

の皆さま、および食品にかかわる仕事をしている皆さまとの間で、食品の安全性

についての意見交換を行い、食品衛生に関する事業に反映しました。 

 

 

 

 

１ 講習会の実施 

  令和３年度実績 合計   ２８回 （令和２年度  ４４回） 

人数  １７０名 （同     ２２６名） 

そのうち、区民および在勤・在学者を対象とした講習会を ６回開催し、４１名の受講がありました。 

 

２ 街頭活動、印刷物による情報の提供 

食品衛生に関する情報提供及び、区民の皆様に緊急にお知らせする情報等について、区ホームペー

ジ、広報千代田への掲載、区施設の窓口で資料配布しました。 

また、食品衛生カレンダーを ５，０００部作成し、食品事業者だけでなく、学校・社会福祉施設に

送付して、各ご家庭に届けました。また、出張所等の窓口でも配布しました。食品事業者向けのカレン

ダーはＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管理の点検表形式のカレンダーを作成し、組合や窓口で配布し

ました。 

 

３ 情報・意見の交換 

食品衛生に関して、区民・営業者・行政の相互間で、情報・意見の交換を行いました。 

令和３年６月～７月     千代田区区政モニターアンケート回答 

令和３年９月６日       千代田食品衛生協会自治指導員講習会 

令和３年１０月６日     千代田食品衛生協会自治指導員講習会 

令和３年１２月１４日     千代田区食品衛生推進会議開催 

令和３年１２月      食品衛生監視指導計画（素案）に関する意見募集 

 

 

 

 

 

 

１ 食中毒・食中毒を疑う苦情や感染症などの調査 

   令和３年度、発症者や、発症者を診察した医療機関からの届出に基づき、５４施設・関係者 

１４８名などの調査を迅速に行い、原因究明に努めるとともに、被害の拡大を防止しました。 

 

これらの原因調査にあたり、 

                                    検 体 数 

微生物検査（食品、発症者・従業員などのふん便の細菌・ウイルス検査） 合計  ３４５検体 

寄生虫検査                             合計    ６検体 

Ⅲ 食品衛生法の違反者に対して、関係する自治体と連携して速やかに調査し、必

要な場合は、厳正に処分を行いました。処分を行った場合は処分内容を、千代田

区ホームページなどで公表しました。 
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令和３年度 千代田区食品衛生監視指導結果概要は、監視指導結果詳細データと一緒に、 

千代田区ホームページに掲載します。 

を、東京都健康安全研究センターで行いました。 

その結果、食中毒事件を発生させた３施設の飲食店営業者に対して、区長名で営業等停止命令、施設

改善命令、取扱改善命令などの不利益処分を行いました。被調査総人数は ３７名、発症者総数は ７名

でした。 

これらの調査は、事案ごとに国、都、および他の自治体と共同して行いました。また違反者の処分を

行った際には、保健所の掲示板および千代田区ホームページにて、違反の概要を公表しました。 

食中毒事件は、疫学調査の結果、発症者を診察した医師から届出（食中毒患者等届出票）がなされた

こと、発症者ふん便あるいは食品残品から病因物質を検出したこと、発症者らの利用施設が一致してい

ること、感染症の可能性がないこと等の調査結果をもとに、飲食物提供施設や病因物質を特定し、食中

毒事件と断定しています。 

 

２ 食中毒事件を除く、食品衛生法違反食品などの調査 

食中毒事件を除く、食品衛生法の違反もしくは違反の疑いがある食品や営業者に対して、     

合計 ６５回（うち輸入食品 ２７回）の調査・指導を行いました。令和３年度は、食品衛生法の違反と

して、区が販売禁止命令などの処分を行った事例はありませんでした。 

 

３ 苦情調査 

令和３年度に受け付けた苦情は、計 ２１７件ありました。苦情に関連した食品等について、必要に

応じて検査を行うと共に、関係者に対して、必要な指導を行いました。 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 千代田区九段南１－６－１７ 千代田会館８階 生活衛生課 食品衛生係  

         電話 ０３－５２１１－８１６８、８１６９（直通）ＦＡＸ ０３－５２１１－８１９３ 


